
議案番号 頁 担当

議案第６号 P１～P６ 企画財政課

議案第７号 P７ 企画財政課

単位：千円

会計区分 当初予算額 4月専決 5月補正 6月補正
6月補正

追加
累計総額

一般会計 38,090,000 117,250 704,011 ▲ 173,817 785,065 39,522,509

国民健康保
険特別会計

10,912,000 12,312 120 10,924,432

介護保険特
別会計

9,587,000 9,587,000

後期高齢者
医療特別会
計

1,711,000 1,711,000

合計 60,300,000 117,250 704,011 ▲ 161,505 785,185 0 0 61,744,941

令和５年度６月補正（追加）予算の概要

議案

令和５年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第４号）

【予算総額の推移】

令和５年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）



単位：千円

№ 課名 補正額 説明

1
各予算担
当課

614,385

【概要】
　国が、新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金を物価高騰対応により重
点的・効果的に活用する「電力・ガス・食
料品等価格高騰重点支援地方交付金」を増
額・強化したことに伴い、本市が実施する
事業のうち、令和5年度第1回分として国に
提出した実施計画事業を実施するため、計
上するものである。
　なお、本交付金の具体的な活用事業は5～
6ページに記載のとおりである。
【算出根拠】
　補正後の額614,385千円－補正前の額0千
円＝補正額614,385千円

2
こども支
援課

82,620

【概要】
　物価高騰の影響を踏まえ、県が令和5年度
5月補正予算に計上した子どもの成長応援臨
時給付金を小学校1年生から中学校3年生ま
でを対象に支給することに伴い、計上する
ものである。
【算出根拠】
　補助対象額82,620千円×補助率10/10＝補
正額82,620千円

18款　県支
出金

子どもの成長応援臨
時給付金事業費補助
金

新型コロナウイルス
感染症対応地方創生
臨時交付金

17款　国庫
支出金

議案第６号　令和５年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第４号）

【概要】

  補正前の予算総額38,737,444千円に対し、歳入歳出それぞれ785,065千円を追加し、補正後の予
算総額を39,522,509千円にしようとするものである。
　なお、主な内容は、次のとおりである。

１　歳入関係
（１）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　614,385千円
（２）子どもの成長応援臨時給付金事業費補助金　82,620千円
（３）子どもの成長応援臨時給付金事務費補助金　8,083千円
（４）財政調整基金繰入金　80,036千円

２　歳出関係
（１）該当する各新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業　694,362千円
（２）子どもの成長応援臨時給付金（県事業）に要する経費　90,703千円

３　繰越明許費関係　P4
（１）子どもの成長応援臨時給付金（市独自事業）に要する経費

４　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画事業一覧　P5～P6

【歳入予算】

款 名　称
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№ 課名 補正額 説明款 名　称

3
こども支
援課

8,083

【概要】
　物価高騰の影響を踏まえ、県が令和5年度
5月補正予算に計上した子どもの成長応援臨
時給付金を小学校1年生から中学校3年生ま
でを対象に支給することに伴い、計上する
ものである。
【算出根拠】
　補助対象額8,083千円×補助率10/10＝補
正額8,083千円

4
企画財政
課

80,036

【概要】
　歳入歳出予算の差額について、繰入金を
追加するものである。
【算出根拠】
　見込額1,561,203千円－補正前の額
1,481,167千円＝補正額80,036千円
【6月補正（追加）後の残高】
　1,042,545千円

5
学校教育
課

▲ 59

【概要】
　コロナ禍において生活が困難となってい
るウクライナからの避難民に対し、学校給
食費及び学校補助教材費等徴収金の減免を
行うことに伴い、減額するものである。
【算出根拠】
①学校給食費（現年度分）▲45千円
②学校補助教材費等徴収金▲14千円

785,065

財政調整基金繰入金
21款　繰入
金

合計

18款　県支
出金

子どもの成長応援臨
時給付金事務費補助
金

23款　諸収
入

①学校給食費（現年
度分）
②学校補助教材費等
徴収金
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単位：千円

款 項 目

1
各予算
担当課

新型コロ
ナウイル
ス感染症
対応地方
創生臨時
交付金活
用事業

該当する節 694,362

【概要】
　国が、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金を物価高騰対応により重点
的・効果的に活用する「電力・ガス・食料品
等価格高騰重点支援地方交付金」を増額・強
化したことに伴い、本市が実施する事業のう
ち、令和5年度第1回分として国に提出した実
施計画事業を実施するため、計上するもので
ある。
　なお、本交付金の具体的な活用事業は5～6
ページに記載のとおりである。

785,065

補正額 説明

【歳出予算】

№ 課名
科目

予算事業名 区分

3節　職員手
当等
10節　需用費
11節　役務費
12節　委託料
13節　使用料
及び賃借料
18節　負担金
補助及び交付
金

90,703

【概要】
　物価高騰の影響を踏まえ、県が令和5年度5
月補正予算に計上した子どもの成長応援臨時
給付金を小学校1年生から中学校3年生までを
対象に支給するため、計上するものである。
　なお、高校1年生に対しては、県が直接高
等学校等新入生臨時給付金を支給することと
している。
　また、未就学児や高校2・3年生等に対して
は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金活用を活用した市独自事業として同
様に支給を行う。
【給付額】
　児童1人あたり10,000円
【支給対象者】
　小学校1年生から中学校3年生までの児童
（平成20年4月2日生まれ～平成29年4月1日生
まれの児童）
【対象児童数（見込）】
　8,262人
【財源内訳】
　県支出金90,703千円（補助率10/10）
【算出根拠】
①職員手当等573千円
②消耗品費200千円
③通信運搬費1,038千円
④給付金事務委託3,472千円
⑤案内通知書等作成委託1,800千円
⑥給付管理システム1,000千円
⑦子どもの成長応援臨時給付金（県事業）
82,620千円

合計

該当する
款項目

2
こども
支援課

3 2 1

子どもの
成長応援
臨時給付
金（県事
業）に要
する経費
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【繰越明許費】
単位：千円　

№ 款 項 事業名 担当課 金額 理由

　子どもの成長応援臨時給付金（市独自事
業）の支給について、年度内完了が見込まれ
ないため。

1 3 2

子どもの成長応
援臨時給付金
（市独自事業）
に要する経費

こども支援
課

77,840
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【令和５年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画事業一覧】
単位：千円

款 項 目 国・県 臨時交付金 市債 その他 一般財源

1 該当する課
ウクライナ避難民への生活支援
（該当する各事務事業）

　ウクライナ避難民に対し、生活用品を支給
する等生活を支援

当初予算
予備費等
６月補正

1,673 306 1,979 0 1,979 0 ▲ 59 ▲ 1,614

①歳出予算は６月（追加）補正
予算に計上
②当初予算・予備費等分は財源
内訳補正（うち歳入として当初
予算計上済の学校給食費（現年
度分）を▲45千円及び学校補助
教材費等徴収金を▲14千円とし
て計上します）

2 該当する課
公の施設エネルギー価格高騰対
策（該当する各事務事業）

　公の施設で高騰している電気料及びガス料
の増分に臨時交付金を活用

当初予算 81,498 0 81,498 0 0 0 0 0
　実施計画に掲載するのみと
し、今後他事業の執行状況によ
り臨時交付金を充当します。

3 社会福祉課 3 1 1
電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金に要する経費

　住民税非課税世帯について、1世帯あたり3
万円を支給

６月補正 0 364,000 364,000 0 364,000 0 0 0

　臨時交付金概算交付額は
252,889千円ですが、今後の交付
を見込み364,000千円で計上しま
す。

4 社会福祉課 3 1 1
電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金（市独自事業）
に要する経費

　住民税均等割のみ課税されている世帯及び
家計急変世帯について、1世帯あたり3万円を
支給

６月補正 0 70,360 9,684 0 7,407 0 0 62,953

　第1回計画提出後に追加で住民
税均等割のみ課税されている世
帯に対しても給付を行うことと
しましたので、第２回目計画申
請にて追加します。

5 障がい福祉課 3 1 4
障がい者福祉施設等の助成に要
する経費

　光熱水費等の負担軽減を図るため、市内の
訪問系障害福祉サービス事業所に対し、支援
金を支給

６月補正 0 1,720 1,720 0 1,316 0 0 404

6 高齢者支援課 3 1 6 高齢者在宅福祉に要する経費
　住民税が非課税である65歳以上の高齢者に
対し、補聴器購入費用を助成

当初予算 4,000 0 4,000 0 3,059 0 0 ▲ 3,059 　財源内訳補正

7 高齢者支援課 3 1 6 介護事業者の助成に要する経費
　光熱水費等の負担軽減を図るため、介護
サービス事業所等に対し、支援金を支給

６月補正 0 5,750 5,750 0 4,398 0 0 1,352

8 こども支援課 3 2 1 家庭児童相談に要する経費
　光熱水費等の負担軽減を図るため、こども
食堂に対し、支援金を支給

６月補正 0 1,500 1,500 0 1,147 0 0 353

9 幼児保育課 3 2 1

①民間保育所等の補助に要する
経費
②私立幼稚園等に要する経費
（光熱水費の負担軽減）

　光熱水費等の負担軽減を図るため、民間保
育所等に対し、支援金を支給

６月補正 0 10,894 10,894 0 8,332 0 0 2,562

10 幼児保育課 3 2 1

①民間保育所等の補助に要する
経費
②私立幼稚園等に要する経費
（給食費の負担軽減）

　民間保育所等の給食費について3.7％分を公
費補填

６月補正 0 5,608 5,608 0 4,289 0 0 1,319

11 こども支援課 3 2 1
子どもの成長応援臨時給付金
（市独自事業）に要する経費

　県事業では対象とならない未就学児や高校
生（２・３年）等の子どもについて、1人あた
り1万円を給付

６月補正 0 77,840 77,840 0 59,534 0 0 18,306

12 幼児保育課 3 2 4
市立保育園の管理運営に要する
経費

　公立保育園の給食費について3.7％分を公費
補填

当初予算 2,526 0 2,526 0 1,932 0 0 ▲ 1,932 　財源内訳補正

13 農業振興課 6 1 3
農業振興資金融資等に要する経
費

　市制度融資を活用する市内農業者を対象に
既存の利子を全額補給

当初予算
６月補正

809 296 1,105 0 845 0 0 ▲ 549
①歳出予算は６月（追加）補正
予算に計上
②当初予算分は財源内訳補正

14 商工振興課 7 1 2
中小企業資金融資等に要する経
費（中小企業資金融資貸付金利
子補給金分）

　市制度融資を活用する市内中小企業を対象
に既存の利子補給料を補給

当初予算
６月補正

8,054 2,499 10,553 0 8,071 0 0 ▲ 5,572
①歳出予算は６月（追加）補正
予算に計上
②当初予算分は財源内訳補正

15 商工振興課 7 1 2
中小企業資金融資等に要する経
費（信用保証料補給金分）

　市制度融資を活用する市内中小企業を対象
に信用保証料を補給

６月補正 0 6,160 6,160 0 4,711 0 0 1,449

16 商工振興課 7 1 2
キャッシュレス決済ポイント還
元事業

　キャッシュレス決済によるポイント還元を
実施

６月補正 0 115,478 115,478 0 88,320 0 0 27,158

17 都市計画課 8 4 1
公共交通事業者等特別支援金に
要する経費（タクシー事業者・
個人タクシー事業主事業継続）

　市内に営業所及び住所を置くタクシー事業
者の事業継続のための感染防止対策の取り組
みや燃料高騰分の一部を支援

６月補正 0 4,752 4,752 0 3,635 0 0 1,117

説明 予算区分
補正前（予備費
充当の場合は充
当後）の額

課名
６月（追加）

補正額

該当する款
項目

該当する款
項目

６月（追加）補正額　財源内訳
備考No

科目

事業名

臨時交付金
実施計画
総事業費

（第１回分）
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款 項 目 国・県 臨時交付金 市債 その他 一般財源
説明 予算区分

補正前（予備費
充当の場合は充
当後）の額

課名
６月（追加）

補正額

６月（追加）補正額　財源内訳
備考No

科目

事業名

臨時交付金
実施計画
総事業費

（第１回分）

18 都市計画課 8 4 1
公共交通事業者等特別支援金に
要する経費（路線バス事業継
続）

　市内に営業所を置く路線バス事業者の事業
継続のための感染防止対策の取り組みや燃料
高騰分の一部を支援

６月補正 0 2,976 2,976 0 2,276 0 0 700

19 都市計画課 8 4 1
公共交通事業者等特別支援金に
要する経費（コミュニティバス
感染拡大防止）

　コミュニティバスの事業継続のための感染
防止対策の取り組みや燃料高騰分の一部を支
援

６月補正 0 1,260 1,260 0 964 0 0 296

20 学校教育課 10 5 1 学校保健事務に要する経費
　第3子以降の市内小中学校に通う児童生徒の
うち、食物アレルギーなどを理由に弁当を持
参する子に給食費相当額を支給

６月補正 0 985 985 0 753 0 0 232

21 学校教育課 10 5 3 学校給食運営に要する経費
　小学校1食あたり計25円、中学校1食あたり
計59円を公費で補填（当初予算ではそれぞれ
18円、26円の補填としていたもの）

当初予算
６月補正

32,869 21,978 50,489 0 38,615 0 0 ▲ 16,637

①歳出予算は６月（追加）補正
予算に計上
②当初予算分は財源内訳補正
　なお直近の児童・生徒数の減
を踏まえ実施計画総事業費を当
初予算額より減としています。

131,429 694,362 760,757 0 605,583 0 ▲ 59 88,838

款 項 目 国・県 臨時交付金 市債 その他 一般財源

22 学校教育課 - - -
（歳入）
　学校給食費

　第3子以降の市内小中学校に通う児童生徒の
給食費を減免（給食費の減収を補填）

当初予算 29,480 0 23,018 0 8,802 0 0 ▲ 8,802

　歳入のみ補正
　当初予算に県支出金（補助率
1/2）を計上しており、事業費の
半額に対し臨時交付金を充当し
ます。
　なお直近の児童・生徒数の減
を踏まえ実施計画総事業費を当
初予算額より減としています。

29,480 0 23,018 0 8,802 0 0 ▲ 8,802

783,775
臨時交付金

総額
614,385

合　　　　計　　

実施計画事業総額

６月（追加）補正額　財源内訳
備考予算区分

合　　　　計　　

補正前の額
６月（追加）

補正額

臨時交付金
実施計画
総事業費

（第１回分）

No 課名
科目

事業名 説明
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単位：千円

№ 課名 補正額

1 ▲ 110

2 ▲ 40

3 270

120

単位：千円

款 項 目

1
保険年
金課

2 1 1 120

【概要】
　コロナ禍において生活が困難となっているウク
ライナからの避難民に対し、医療機関で支払う医
療費の一部負担金（自己負担）の減免を行うた
め、追加するものである。
【算出根拠】
　補正後の額6,400,120千円－補正前の額
6,400,000千円＝補正額120千円

120合計

区分 補正額 説明

一般被保険者療
養給付費に要す
る経費

18節　負担金
補助及び交付
金

【歳出予算】

№ 課名
科目

予算事業名

議案第７号　令和５年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

【概要】

　補正前の予算総額10,924,312千円に対し、歳入歳出それぞれ120千円を追加し、補正後の予算総額を
10,924,432千円にしようとするものである。

款 名　称 説明

【歳入予算】

保険年
金課

合計

1款　国民健
康保険料

一般被保険者
国民健康保険
料（医療給付
費分現年分）

【概要】
　コロナ禍において生活が困難となっているウクライナから
の避難民に対し、保険料の減免を行うことに伴い、減額する
ものである。
　なお、本減額分については、新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金を活用する。
【算出根拠】
　補正後の額1,320,488千円－補正前の額1,320,598千円＝補
正額▲110千円

7款　繰入金
その他一般会
計繰入金

【概要】
　コロナ禍において生活が困難となっているウクライナから
の避難民に対し、保険料等の減免を行うことに伴い、追加す
るものである。
　なお、本追加分等については、新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金を活用する。
【算出根拠】
　補正後の額225,491千円－補正前の額225,221千円＝補正額
270千円

1款　国民健
康保険料

一般被保険者
国民健康保険
料（後期高齢
者支援金分現
年分）

【概要】
　コロナ禍において生活が困難となっているウクライナから
の避難民に対し、保険料の減免を行うことに伴い、減額する
ものである。
　なお、本減額分については、新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金を活用する。
【算出根拠】
　補正後の額399,515千円－補正前の額399,555千円＝補正額
▲40千円

 7


